


 

 

さいたま市規則第２号 

さいたま市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正

する規則 

 さいたま市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則（平成２９年さい

たま市規則第６１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   さいたま市マンションの再生等の円滑化に関

する法律施行細則 

   さいたま市マンションの建替え等の円滑化に

関する法律施行細則 

  

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、マンションの再生等の円滑化

に関する法律（平成１４年法律第７８号。以下「

法」という。）の施行に関し、マンションの再生

等の円滑化に関する法律施行令（平成１４年政令

第３６７号）及びマンションの再生等の円滑化に

関する法律施行規則（平成１４年国土交通省令第

１１６号。以下「省令」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、マンションの建替え等の円滑

化に関する法律（平成１４年法律第７８号。以下

「法」という。）の施行に関し、マンションの建

替え等の円滑化に関する法律施行令（平成１４年

政令第３６７号）及びマンションの建替え等の円

滑化に関する法律施行規則（平成１４年国土交通

省令第１１６号。以下「省令」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

  

 （認定申請）  （認定申請） 

第２条 省令第７６条の２５第１項第３号の規定に

より市長が規則で定める書類は、次に掲げるもの

とする。  

第２条 省令第４９条第１項第３号の規定により市 

 長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 ⑴ 第三者判定機関（耐震診断の結果及び建築物

の耐震改修の計画に関する判定を行うことがで

きる機関として市長が認めるものをいう。）が

法第１６３条の５６第１項の認定（以下「認定

」という。）の申請に係るマンションについて

同条第２項第１号の国土交通大臣が定める基準

に適合していないことを証する書類 

 ⑴ 第三者判定機関（耐震診断の結果及び建築物

の耐震改修の計画に関する判定を行うことがで

きる機関として市長が認めるものをいう。）が

法第１０２条第１項の認定（以下「認定」とい

う。）の申請に係るマンションについて同条第

２項第１号の国土交通大臣が定める基準に適合

していないことを証する書類 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 認定の申請をしようとする者は、省令第７６条

の２５第１項の規定にかかわらず、同項第２号に

規定する構造計算書を添えることを要しないもの

３ 認定の申請をしようとする者は、省令第４９条

第１項の規定にかかわらず、同項第２号に規定す 

 る構造計算書を添えることを要しないものとする。



 

 

とする。 

  

（許可申請） （許可申請） 

第３条 省令第７６条の３０第１項の規定により市

長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるも

のとする。 

第３条 省令第５２条第１項の規定により市長が規

則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとす

る。 

 ⑴ 省令第７６条の２８に規定する除却の必要性

に係る認定通知書の写し 

 ⑴ 省令第５０条に規定する除却の必要性に係る

認定通知書の写し 

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 

  

 （申請取下げ届） （申請取下げ届） 

第４条 認定又は法第１６３条の５９第１項の規定

による許可（以下「許可」という。）の申請をし

た者は、市長が当該認定又は許可をする前に当該

申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届

（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

第４条 認定又は法第１０５条第１項の規定による 

 許可（以下「許可」という。）の申請をした者は、

 市長が当該認定又は許可をする前に当該申請を取

り下げようとするときは、申請取下げ届（別記様

式）を市長に提出しなければならない。 

  

別記様式（第４条関係） 別記様式（第４条関係） 

申請取下げ届 

［略］ 

申請の種類 

マンションの再生等の円滑化

に関する法律 

第１６３条の５６第１項・第

１６３条の５９第１項 

［略］ 
 

申請取下げ届 

［略］ 

申請の種類 

マンションの建替え等の円滑

化に関する法律  

第１０２条第１項・第１０５

条第１項 

［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


